
 

 

 

 

 
 

南陽市 

選挙管理委員会 

３．投票をする 
届いた書類一式を最寄りの選挙管理委員会に

持参し、封筒を開封してもらい投票をする。 

※不在者投票は郵送で行うため時間がかかります。利用する場合は、早めの手続きをお願いします。 

 

4.記入済投票用紙が送付される 
投票済みの用紙は、投票をした選挙管理委

員会が南陽市に送付してくれますので、個

人での送付手続きは不要です。 

１．投票用紙を請求する 
南陽市のホームページで請求書をダウンロードする。記入済

の請求書を南陽市選挙管理委員会へ郵送・持参。または、マ

イナポータルより不在者投票のオンライン請求をする。 

電子申請をする。 

有権者 

不在者投票の請求から投票までの流れ 

２．投票用紙を受け取る 
郵送で届いた投票用紙が入った封筒を開封すると投票でき

ません。また、投票用紙にあらかじめ記載しないでください。 
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